
　このシステムは、市民の皆さんに見つけていただいた、市内の道路の穴あきやへこみ、街路灯の異常、カーブミ
ラーの補修調整、水道管の漏水、汚水マンホール蓋の破損、公園施設の損傷、動物の死がい、不法投棄に関する情
報をスマートフォンなどからご連絡いただくことで、住みやすいまちを守っていくための仕組みです。投稿項目や
本事業の主旨にそぐわない投稿はご遠慮ください。

「市民投稿システム」とは

照　会　デジタル推進課　☎０５３７�１１２７

「市民投稿システム」の運用を開始しました「市民投稿システム」の運用を開始しました

道　路 環　境 公　園

・道路の穴あきやへこみ
・街路灯の異常
・カーブミラーの補修・調整
・道路から水が湧いている
・汚水マンホール蓋の破損

・不法投棄
・動物の死骸 ・公園施設（遊具）の破損

投稿内容

投稿方法

ログインURLを取得

①メールアドレスを登録。

②システムから届いたメー
ル内のURLにアクセス。

完了・確認

⑤投稿完了すると、シ
ステムから確認メー
ルが届く。位置情報
を修正する。

写真を登録

④写真を撮影し、
　破損状況などを登録。
　撮影済の写真からも
　選択可能。

投稿項目を選択

③投稿する内容の
　カテゴリを選択。

▲市公式LINEからのアクセス方法

　スマートフォンやタブレットからインターネットで「御前
崎市市民投稿システム」にアクセスし、ご利用いただけます。
市公式LINEのアイコンからは直接アクセスできます。利用に
は、メールアドレスの登録が必要です。

アクセス方法

▲公式LINE友だち追加▲市民投稿システム▲市民投稿の詳細
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